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（午前１０時００分 開議） 

議長（鎌形寿一君） 

 ただいまの出席議員は１５人全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 議事に先立ち報告します。 

 監査委員、平山茂君、及び教育委員会委員長、小林衞治君から所用のため、本日

の会議を欠席したい旨の届け出がありました。ご了承願います。 

 以上で報告を終わります。 

 これから議事に入ります。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、議案第１３号、平成２５年度東庄町一般会計予算から、日程第８、議

案第２０号、平成２５年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算まで、以上、

８案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（鎌形寿一君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 岩田町長。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、平成２５年度東庄町一般会計及び特別会計並びに企業会計、あわせて

８会計の予算をご審議いただくに当たりまして、予算の編成方針を申し上げます。 

 未曾有の大震災でありました東日本大震災から間もなく２年がたとうとしており

ます。当町の復旧事業はおおむね完了いたしました。しかし、いまだに復旧作業が

続き、また復興へ歩んでいるさなかの自治体も少なくありません。町といたしまし

ても甚大な被害を受けた自治体への支援といたしまして職員の派遣を予定しており、

そのような体制の中で今後も町民の安心・安全を目指したまちづくりを図ってまい

りたいと考えております。 

 また、昨年末に執行されました衆議院総選挙の結果、政府与党の体制も変わり国

や地方公共団体を取り巻く環境も変わってきております。関係各所と情報収集を行

い、的確な対応を行ってまいりたいと考えております。 
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 さて、我が国の平成２５年度予算案ですが、日本経済再生に向けた緊急経済対策

に基づき編成され、予算の重点化として復興・防災対策、暮らしの安心・地域活性

化などが計上されております。歳入のうち、税収は前年度と比べて１．７％増の４

３兆９６０億円、公債金は前年度と比べ３．１％減の４２兆８，５１０億円と改善

している内容に思われますが、公債金に新規発行の年金特例公債金を加えた場合は

前年度比２．８％増となり、結果借入金が税収を上回り、依然として借金に依存す

る予算編成となっております。 

 このような状況の中で、地方自治体を取り巻く環境も引き続き厳しいものと認識

をしております。予算編成に当たってはより一層の経費の節減と着実な行財政運営

に努め、その中で最大限住民の安心・安全に配慮し、町民の皆さんの住みよさ、満

足感につながる施策を行ってまいりたいと考えております。 

 それでは、平成２５年度一般会計について申し上げます。 

 一般会計の予算の総額は４５億８，３００万円となり、前年度当初予算と比べま

すと１，２００万円、率では０．３％の増となりました。前年度を上回るのは平成

２２年度当初予算以来であります。 

 続いて主な事業について申し上げます。防災行政無線のデジタル化事業では、災

害時に迅速かつ的確に情報を伝達できるよう、平成２３年度よりデジタル化により

再整備しており、平成２５年度で全ての工事が完了いたします。 

 次に、東日本大震災の被災者への災害見舞金でございますが、平成２３年度より

予算計上しており、未申請と思われる分について引き続き計上してまいります。 

 次に、環境関係でございますけれども、住宅用太陽光発電設備設置補助金を県補

助金に上乗せいたしまして交付をいたします。また、合併処理浄化槽の設置にかか

る補助金も引き続き措置してまいりたいと考えております。 

 次に、医療費助成に要する事業でございますけれども、昨年度から中学３年生ま

で拡充いたしました予算措置を継続し、子ども、小学生、中学生の医療費を無料化

し、保護者の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 またＨｉｂワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンに加えて、

ロタワクチン、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチンの接種費用助成を予算化して

おります。 

 次に、産地整備支援事業や新規就農総合支援事業など農業への補助、オーエスキ
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ー病ワクチンなど畜産への補助といった産業振興にかかわる助成を行ってまいりま

す。 

 次に、商工関係では東庄町企業誘致条例に基づき、東洋合成株式会社の新規建設

工場にかかわる税相当分を奨励金で交付する経費を計上いたしました。 

 次に、観光関係でございますけれども、平成２３年度、２４年度で発行いたしま

した「るるぶ東庄」を再度増刷するための補助金を計上いたしております。 

 次に、道路整備関係でございますけれども、住民生活の利便性の向上や安全な通

行の確保のため、引き続き改良及び舗装を行ってまいります。 

 次に、住宅関係でございますけれども、木造住宅の安全性を確保するため、耐震

改修や耐震診断に対する補助金も継続してまいります。 

 次に、公園関係でございますけれども、ＪＲ橘駅前用地をＪＡかとりより購入し、

駐車場等の整備を図ってまいります。 

 次に、教育関係でございますが、障害のある児童や生徒に対応するため、小・中

学校に学習介助員を設置し、また中学校ではトイレや階段の改修を行ってまいりま

す。 

 以上、主な事業について申し上げました。冒頭に申し上げましたとおり、前年度

予算より増加となる予算編成でありますが、今後も漫然と財政を肥大化することな

く、経費節減の中で必要な事業には財源を投入し健全な財政運営を図ってまいる所

存でございます。 

 次に、議案第１４号、平成２５年度東庄町国民健康保険特別会計について申し上

げます。 

 全体予算の規模は、歳入歳出それぞれ２０億３，７００万円となりまして、前年

度と比較しますと３００万円、０．１％の減額予算となっております。 

 これは被保険者数の減少に伴い、保険給付費の減額を見込んでいるものでありま

す。 

 続きまして、議案第１５号、平成２５年度東庄町後期高齢者医療特別会計につい

て申し上げます。 

 平成２５年度予算は、歳入歳出それぞれ１億７２９万７，０００円を見込んでお

りまして、前年度と比較しますと２２５万３，０００円、２．１％の減額予算とな

っております。 
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 この減額の主な要因でありますが、保険料の減額に伴い広域連合への納付金の減

額を見込んだものでございます。 

 次に、議案第１６号、東庄町食肉センター特別会計予算について申し上げます。 

 食肉センターの収入の基本となりますと畜頭数は、前年度同頭数の９万頭を見込

み、歳入総額で１億２，７１７万６，０００円となり、約２．６％の増額となって

おります。 

 一方、歳出では施設指定管理者であります東庄町食肉センター事業協同組合に支

払う委託料といたしまして８，０００万円、浄化槽汚水処理設備補助金として２，

４００万円、財政調整基金への積み立てといたしまして５００万円、一般会計への

繰出金として１，０００万円を計上しております。 

 次に、議案第１７号、東庄町訪問看護ステーション特別会計予算について申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１，６１９万５，０００円と定めるも

のでございます。前年度と比較しますと、金額で２２万８，０００円の減、率にい

たしまして１．４％の減と見込んでおります。 

 歳出においては人件費が増加するものの事業費用の減額幅がそれを上回り、全体

としては減額となっております。また、歳入におきましては利用者の増加による事

業収入の増を見込んだ一方で、一般会計からの繰入金を減額しており、全体として

は減額予算となっております。 

 続いて、議案第１８号、東庄町介護保険特別会計予算について申し上げます。 

 平成２５年度は、第５期介護保険事業計画が３カ年度の中間年度に当たります。

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１１億１，２２８万１，０００円と定め

るものでございます。前年度と比較いたしますと、金額で４，４５２万５，０００

円の増、率にいたしまして４．２％の増と見込んでおります。 

 増額の主たる要因は保険給付費の増によるものでございます。 

 続きまして、議案第１９号、平成２５年度東庄町水道事業会計予算について申し

上げます。 

 初めに、業務の予定量といたしまして、年度末給水戸数４，０３０戸、年間総給

水量を１４８万立方メートルと見込み予算編成をいたしました。収益的収入及び支

出予算の収入では、前年度と比較し総額で７９４万４，０００円を減額し４億２，
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４７２万３，０００円といたしました。一方、支出におきましては修繕費用等の増

額によりまして、総額で３億９，７６７万５，０００円、前年度と比較し２５１万

８，０００円の増額となっております。 

 次に、資本的収入及び支出予算でございますが、支出では１，４２４万７，００

０円、前年度と比較し３，００５万２，０００円の減額となっております。内容に

つきましては、小南配水場の流量計の更新工事と企業債の償還でございますけれど

も、本年度からは繰上償還を行う企業債がありませんので３，０００万円の減額と

なっております。なお、支出に対して収入が不足する額につきましては、内部留保

資金等で補填することになっております。 

 最後に、議案第２０号、国保東庄病院事業会計予算について申し上げます。 

 業務の予定量は、年間患者数は入院で２万１，１７０人、外来で３万１，５１５

人を見込んで予算編成をしております。収益的収支では、収入が１０億１，４６３

万２，０００円で、前年度比２，０５９万９，０００円の減、支出が９億８，７０

１万４，０００円で、前年度比として４４０万７，０００円の減となり、２，７６

１万８，０００円の黒字編成となっております。 

 資本的収支につきましては、収入が４，４７３万５，０００円で、前年度比７４

１万１，０００円の増、支出が８，３０９万４，０００円で、前年度比５９４万７，

０００円の増となっております。 

 以上、８会計の新年度予算の編成について概要を申し上げました。 

 なお、詳細につきましては担当課長、事務長より説明をいたさせます。ご審議の

上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（鎌形寿一君） 

 総務課長。 

総務課長（五十嵐秀司君） 

 それでは、私の方から議案第１３号、平成２５年度東庄町一般会計予算について

ご説明を申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、この後、特別委員会へ付託される予定と聞いており

ますので、私の方からは概要のみを申し上げますので、あらかじめご了解の方をい

ただきたいと思います。 

 それでは、お手元の平成２５年度東庄町予算参考資料によりご説明を申し上げま
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す。参考資料の１ページをお願いいたします。 

 平成２５年度の歳入予算につきましては、款ごとに平成２４年度と比較しながら

その構成比を示したものでございます。左下の合計額の欄を見ていただきますと、

平成２５年度の歳入予算の総額は４５億８，３００万円となりまして、前年度比で

は１，２００万円の増となり、０．３％上回っております。 

 まず、１款・町税ですが、前年度比で９，３９４万６，０００円、７．４％の増

で１３億６，７８１万９，０００円を計上いたしました。内訳としましては、個人

町民税については前年度比で２．９％の増、法人町民税は前年度比で３８．１％の

増、固定資産税では償却資産の増により、前年度比で８．３％の増を見込んでおり

ます。その他、たばこ税につきましても制度改正により、前年度比で２０％の増を

見込んでおります。 

 次に、２款・地方譲与税ですが、平成２４年度決算見込みと総務省より示された

数値に基づき試算し、前年度比で３５０万円、３．９％の減となり、８，７４０万

円を計上しております。 

 次に、６款・地方消費税交付金ですが、平成２４年度決算見込みと県の試算に基

づき、前年度比で３７０万円、３．３％の減となり、１億８１０万円を計上してお

ります。 

 次に、８款・自動車取得税交付金ですが、平成２４年度決算見込みと県の試算に

基づき、前年度比で１４０万円、５．１％の減となり、２，６１０万円を計上して

おります。 

 次に、１０款・地方交付税ですが、平成２４年度決算見込み額と国の推計数値に

基づき試算しましたところ、前年度比で７，９００万円、４．６％の減となり、１

６億３，９００万円を計上しております。 

 次に、１２款・分担金・負担金ですが、保育所保育料負担金及び道路舗装負担金

の増により、前年度比で２３３万円、１．７％の増となり、１億３，８２４万８，

０００円を計上しております。 

 次に、１４款・国庫支出金では、道路橋梁費補助金の増などにより、前年度比で

５４１万９，０００円、１．８％の増となり、３億１，４５５万９，０００円を計

上しております。 

 次に、１５款・県支出金では、がんばろうちば復興基金交付金の増により、前年
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度比で７６７万４，０００円、２．７％の増となり、２億９，２４５万４，０００

円を計上しております。 

 次に、１９款・繰越金ですけども、一般財源の不足を補うため、前年度と同額の

７，０００万円を計上しております。 

 最後に、２１款・町債ですが、前年度比で１，３９０万円、４．０％の減で、３

億２．９８０万円を計上しております。減額の要因は、平成２４年度予算に計上し

た学校教育整備事業債の減によるものでございます。 

 続きまして、歳出予算について概略を申し上げますので、２ページをお願いいた

します。増減の多いもののみを申し上げます。 

 まず１款・議会費ですが、前年度比で７６７万１，０００円、７．７％の減とな

っております。これは議員年金制度の廃止に伴う議員共済会負担金の減、及び議員

１名の欠による報酬の減によるものでございます。 

 次に、２款・総務費ですが、香取広域市町村圏事務組合負担金や液状化等被災被

害住宅再建支援金の減などにより９７５万８，０００円、１．４％の減となってお

ります。 

 次に、３款・民生費ですが、４９６万８，０００円、０．４％の減となっており

ます。減額の要因としましては、東日本大震災の被災者に対する災害見舞金の申請

が進んだことによる対象者の減によるものでございます。 

 次に、４款・衛生費ですが、１，１４３万９，０００円、１．８％の増となって

おります。要因といたしましては、子ども、小・中学生の医療費助成や予防接種の

助成によるものでございます。 

 次に、５款・農林水産業費では、東総用水事業や併せ農道への負担金が減額した

ことなどから７２５万４，０００円、４．４％の減となっております。 

 次に、６款・商工費では、企業誘致奨励金を計上したことにより、２，９８５万

９，０００円、３４．９％の大幅な増額となっております。 

 次に、７款・土木費では、橋梁補修工事費や橘駅前用地購入費の増額などにより

まして、３，６０８万４，０００円、１０．６％の増となっております。 

 次に、８款・消防費ですが、香取広域消防本部の建てかえにかかる負担金の増な

どにより、２８１万３，０００円、１．１％の増となっております。 

 次に、９款・教育費ですが、平成２４年度に実施の橘小学校体育館の改修工事が
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なくなったことにより、２，９５０万６，０００円、６．３％の減となっておりま

す。 

 次に、１０款・災害復旧費ですが、東日本大震災により被災した道路などの復旧

工事が完了したことによりまして、１，０４７万９，０００円、９９．６％の大幅

な減となっております。 

 次に、１１款・公債費ですが、平成２４年度で終了したものが６件、また平成２

５年度から元金償還の始まる事業が３件ございますが、近年は借り入れを抑制して

いることから、１，５７９万９，０００円、３．１％の減となっております。 

 以上、歳出予算の総額は４５億８，３００万円、前年度比では１，２００万円、

０．３％の増となっております。 

 なお、右側の円グラフは、目的別歳出予算の款ごとの構成比をあらわしたもので

ございます。後ほど、ご参照いただければと思います。 

 次のページ、３ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算につい

て、性質別ごとに前年度と比較したものでございます。 

 まず大きな１番目の消費的経費のうち、①の人件費ですが、前年度比で２，７５

１万６，０００円、３．０％の減となっております。減額の要因としましては、退

職者を補充する新規採用職員を抑制し、職員数が３人減となったことなどによるも

のであります。②の物件費は３３６万円、０．６％の増となっております。これは

外出支援巡回バス運行委託料の増や中学校の学校介助員の新規配置の賃金の増など

が主な要因となっております。③の維持補修費では、平成２４年度にありましたデ

イサービス浴室改修工事が減になったこと等により、７４８万８，０００円、４１．

４％の減となっております。④の扶助費では、震災により被災された方への住家災

害見舞金の申請が進んだこと等によりまして、７９３万８，０００円、１．３％の

減となっております。⑤の補助費等では、企業誘致奨励金の増や香取広域市町村圏

事務組合の清掃にかかる負担金の増などにより、６，９４９万円、７．４％の増と

なっております。 

 以上、①から⑤までを合わせまして消費的経費の総額は、前年度比で２，９９０

万８，０００円、１．０％の増で３１億３，５４３万円となっております。 

 続きまして、大きな２番目の投資的経費のうち、①普通建設事業費としまして、

防災行政無線のデジタル化事業や、町道整備について実施いたしますが、平成２４
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年度実施の橘小学校屋内運動場屋根改修工事がなくなったため、普通建設事業全体

としましては、前年度比で８２３万円、１．７％の減となっております。また、②

の災害復旧事業では、震災復興にかかる事業が完了したことにより、平成２４年度

と比べ１，２９７万９，０００円、９９．７％と大幅な減になっております。 

 また、３番目の公債費につきましては、先ほど目的別の歳出予算、前のページ、

２ページの１１款・公債費で申し上げたとおりでございます。 

 次に、４番目の積立金でございますが、基金費で東日本大震災復興基金の積立金

１，７００万円を計上したことから１，７２４万円の増となっております。 

 次に、７番目の繰出金でありますが、介護保険特別会計への繰出金が増額したこ

とにより、全体で８０２万７，０００円、２．４％の増となっております。 

 以上、性質別歳出予算の主だったものを申し上げました。 

 次の４ページ、５ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算につ

いて、４ページで節別、そして５ページでは性質別の歳出予算を款ごとに表にして

ございますので、後ほどご参照していただければと思います。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 ここでは、町全体の予算規模について説明いたします。左の表では、一般会計を

初め８会計の予算につきまして、前年度予算と比較して増減額並びに増減率を記載

してございます。８会計の総額は９４億６，４９７万９，０００円となりまして、

前年度と比較しますと２，８２２万６，０００円、０．３％の増となっております。 

 また右の表は、一般会計から特別会計や企業会計への繰出金を表にしたものでご

ざいます。７会計への繰出金の総額は５億３，３７１万８，０００円となり、前年

と比較しますと８０２万７，０００円、１．５％の増となっております。 

 次に、７ページの表は、一般会計における一部事務組合などに対します負担金の

状況を前年度と比較して示したものでございます。 

 また、８ページから１０ページにかけましては、一部事務組合の平成２５年度事

業概要となっておりますので、後ほど参照していただければと思います。 

 次に、１１ページから１４ページでは、平成２５年度予算に盛り込みました課ご

との主要な事業についての一覧となっております。予算書とあわせましてご参照の

方をいただければと思います。 

 これで参考資料の説明の方を終わらせていただきまして、次に平成２５年度千葉
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県香取郡東庄町予算書、本冊の１ページの方をお願いしたいと思います。 

 ただいままでは、一般会計予算の第１条・歳入歳出予算について申し上げました

が、これから、第２条以下についてご説明をいたします。 

 第２条は地方債でございまして、８ページの表をごらんいただきたいと思います。 

 地方自治法の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額などを

定めるもので、臨時財政対策債と防災行政無線デジタル化事業の二つの起債を計上

いたしました。その起債の目的並びに限度額のみそれぞれについて申し上げます。 

 地方交付税の減額を補完する意味合いの臨時財政対策債は２億８，９９０万円、

及び防災行政無線デジタル化事業で３，９９０万円を予定しております。 

 なお、平成２５年度末の起債残高の見込みは、１２０ページに調書として記載し

てございますので、こちらの方も後ほどごらんいただければと思います。 

 それでは、再度１ページの方をごらんいただきたいと思います。第３条で一時借

入金でございますが、これも地方自治法の規定に基づきまして、年度内において歳

計現金に不足が生じた場合、その支払資金の不足を補うため借り入れのできる最高

額を定めるもので、その額を２億円とする内容でございます。 

 第４条は歳出予算の流用でございまして、地方自治法第２２０条第２項ただし書

きの規定によりまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合

を規定しております。各項に計上した給料、職員手当及び共済費、ただし賃金にか

かる共済費は除かれますが、これらにかかる予算額に過不足が生じた場合において、

同一款内でこれらの経費の各項の間の流用ができると定めているものでございます。 

 以上で、平成２５年度東庄町一般会計予算の内容の方の説明を終わらせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

議長（鎌形寿一君） 

 町民課長。 

町民課長（池永芳則君） 

 議案第１４号、平成２５年度東庄町国民健康保険特別会計予算について、ご説明

申し上げます。参考資料の１５ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入よりご説明いたします。 

 表の最下段の歳入合計ですが２０億３，７００万円、前年度と比較いたしますと

３００万円、０．１％の減額予算となっております。歳入の主なものは、次のペー
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ジの円グラフをごらんいただきますとわかりますが、国民健康保険税と国庫支出金

及び前期高齢者交付金で、全体の７０．１％を占めております。 

 それでは、表の区分ごとにご説明いたします。１款・国民健康保険税の予算額は

５億６，７８０万６，０００円、前年度比７４８万７，０００円、１．３％の減と

なっております。減額の要因といたしましては、被保険者数の減少によるものでご

ざいます。 

 次に、３款・国庫支出金ですが４億９，６１２万８，０００円、前年度比２５６

万４，０００円、０．５％の増となっております。国庫支出金につきましては、療

養給付に対する３２％の国の定率負担分と高額医療費共同事業、及び特定健康診査

等負担金、並びに財政調整交付金等でございます。 

 次に、４款・療養給付費交付金ですが７，５５４万７，０００円で、１６７万７，

０００円、２．２％の減となっておりますが、平成２４年度の実績を考慮し見込み

額を算出いたしました。この交付金は退職被保険者等の医療費に対する交付金でご

ざいます。 

 続いて、５款・前期高齢者交付金は３億６，３４７万３，０００円で、前年度比

２２５万８，０００円、０．６％の増を見込みました。これは前期高齢者の医療費

が年々増額していることを要因に計上したものでございます。なお、この交付金は

６５歳以上７４歳までの前期高齢者の医療費に対する交付金でございます。 

 次に、６款・県支出金は１億２，１７２万２，０００円、前年度比４４４万１，

０００円、３．８％の増を見込んでいます。これは調整交付金や高額医療費につい

ての県の負担金で、高額医療費共同事業拠出金の増額に伴う県負担分の増を見込ん

でおります。 

 続きまして、７款・共同事業交付金２億１９６万５，０００円ですが、前年度比

４７５万５，０００円、２．３％の減を見込んでおります。これは高額医療費に対

する交付金でございまして、３０万円以上の医療費に対し交付されるものでありま

す。 

 次に、９款・繰入金ですが２億４３７万９，０００円で、前年度比１８８万４，

０００円、０．９％の増額でございます。これは一般会計繰入金のうち、職員給与

費等にかかる増額分を見込んだものでございます。なお、基金繰入金につきまして

は前年と同額の７，０００万円を計上し、年度末に再度積み立てすることを予定し
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ております。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 歳出の主なものは次のページの円グラフをごらんいただきますと、保険給付費で

全体の５９．２％を占めています。 

 それでは、表の区分ごとにご説明いたします。１款・総務費ですが４，５０９万

５，０００円で、前年度比２４４万４，０００円、５．７％の増でございます。増

額の要因は、主に人事異動に伴う人件費の増によるものでございます。内容といた

しましては、人件費３名分を含む一般管理費及び徴税費等でございます。 

 次に、２款・保険給付費ですが１２億５４６万８，０００円で、２，５５１万２，

０００円、２．１％の減額でございます。過去の実績等をもとに算出いたしました。

主な内容といたしましては、診療にかかる保険給付費、高額療養費、出産育児一時

金等でございます。 

 次に、３款・後期高齢者支援金でございますが２億８，２６７万８，０００円、

前年度比２９３万６，０００円、１％の減でございます。これは７５歳以上が被保

険者である後期高齢者医療制度において、保険で賄う医療給付費の約４割を現役世

代で負担するものでございます。 

 ６款・介護納付金ですが１億４，１８５万８，０００円、前年度比２７９万円、

２％の増額となっております。これは介護保険制度への納付金で後期高齢者支援金

とほぼ同じ仕組みでございますが、負担する方は４０歳以上となります。 

 ７款・共同事業拠出金は２億３，１４８万８，０００円で、前年度比１，９２９

万６，０００円、９．１％の増額となっています。この事業は３０万円以上の医療

費を対象とし、保険者の高額な医療による財政負担の緩和を図るもので、財源は市

町村からの拠出金と国、県の負担金で賄っております。 

 続いて、８款・保健事業費ですが４，５５８万６，０００円で、前年度比４６万

５，０００円、１％の増額を見込みました。主な内容といたしましては、特定健康

診査並びに保健衛生にかかる人件費、及び人間ドックの委託料等でございます。 

 ９款・基金積立金７，００２万８，０００円でございますが、年度当初におきま

して保険税が入るまでの間、診療報酬支払準備基金について７，０００万円を取り

崩しいたしまして運用資金に充当しているわけですが、これを年度末に定期預金利

子とあわせ積み立てをするものでございます。 
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 １１款・諸支出金ですが８９０万４，０００円は、精算に伴う国庫補助金等返還

金が主なものでございます。 

 また、予備費につきましては、前年度と同額の５００万円を計上いたしました。 

 結果、歳入歳出予算額は２０億３，７００万円、前年度比０．１％の減額となっ

ております。 

 以上で、国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。 

 なお、資料の１７ページは年度別医療費の推移につきまして記載したものでござ

います。後ほどご参照いただきたいと存じます。 

 続きまして、議案第１５号、平成２５年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてご説明いたします。参考資料の１８ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療の平成２５年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ１億７２９万７，

０００円といたしまして、前年度と比較しますと２２５万３，０００円の減、率で

は２．１％の減となっております。それでは、歳入よりご説明申し上げます。 

 １款・保険料でございますが、平成２５年度予算額は７，１７１万５，０００円、

前年度比３５６万６，０００円、４．７％の減を見込んでおり、歳入全体の６６．

８％を占める予算でございます。なお、保険料率につきましては、２年ごとに見直

されることになっておりまして、平成２５年度は前年度と同じ料率でございます。

被保険者数につきましては１２月末現在２，３０８人で、前年度と比較しまして４

３人、１．９％の増となっている状況でございます。予算の算定に当たっては平成

２４年度の調定額に被保険者数の増を見込んで算定してございます。 

 続いて、３款・繰入金でございますが３，３４８万円、前年度比１６１万円、５．

１％の増でございます。これは保険基盤安定にかかる繰入金で国、県及び町分を含

んだ額でございますが、歳出の方で同額を交付金として広域連合へ支出するもので

ございます。 

 次に、歳出でございますが、１款・総務費は１６４万２，０００円、前年度比２

９万７，０００円、１５．３％の減でございます。ここでは、システム関係などの

一般管理費及び徴収費の経費を捻出しております。 

 ２款・納付金は１億５１９万４，０００円、前年度比１９５万６，０００円、１．

８％の減でございます。これは広域連合に対する納付金でございまして、歳入にお

ける保険料及び基盤安定にかかる繰入金を合わせた額を見込んだものでございます。 
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 次に、３款・諸支出金につきましては、前年度と同額の６万１，０００円を見込

みました。主な内容は過誤納還付金及び国庫返納金等でございます。 

 また、予備費につきましては、前年と同額の４０万円を計上いたしました。 

 以上、合わせまして歳出の合計は１億７２９万７，０００円、前年度より２２５

万３，０００円、２．１％の減額予算となっております。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わらせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

議長（鎌形寿一君） 

 まちづくり課長。 

まちづくり課長（金島正好君） 

 それでは、次に議案第１６号、平成２５年度東庄町食肉センター特別会計予算に

ついてご説明します。参考資料の１９ページをお開きください。 

 平成２５年度のと畜処理頭数は９万頭を見込み、平成２４年度と同頭数の事業量

を見込んでおります。これについては、養豚農家の経営努力による安定出荷頭数を

見込むものでございます。歳入よりご説明をいたします。 

 項目１の営業収益、①解体処理施設使用料については、１頭当たり８９２円５０

銭で９万頭を見込み８，０３２万５，０００円に、②冷蔵庫使用料は、１頭当たり

９４円５０銭で、平均使用日数を１．４日とし８万９，５００頭を見込み１，１８

４万円を計上し、また、③ボイル室使用料は、１頭当たり９４円５０銭で８万１，

０００頭を見込み７６５万４，０００円を計上、料金収入として９，９８１万９，

０００円を見込んでおります。前年度と同額となっております。 

 次に、項目２の繰越金は２，７２６万６，０００円を見込み、前年度との比較で

は３１４万７，０００円の増額で、率で１３．０％の増となっております。 

 次に、項目３の財産収入ですが、財政調整基金預金利子として８万９，０００円

を見込み、前年度との比較では２万９，０００円の増額となっております。 

 次に、項目４の諸収入については、歳計金預金利子及び雑入の受け入れ項目とし

て各１，０００円で２，０００円を計上いたしました。 

 歳入合計は１億２，７１７万６，０００円で、前年度比較３１７万６，０００円

の増額で、２．６％の増となっております。 

 続きまして、歳出をご説明いたします。 
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 項目１の営業費用、①委託料ですが、食肉センター施設指定管理者東庄町食肉セ

ンター事業協同組合に支払う委託料で、前年度と同額で８，０００万円を計上する

ものでございます。②の補助金は、浄化槽汚水処理設備補助金として２，４００万

円を計上するものでございます。これは今ある浄化槽の機能を向上させる装置を取

りつけ、放流水の水質向上を目的とするものでございます。 

 次に、項目２の積立金ですが、食肉センター特別会計財政調整基金として５００

万円を計上いたしました。前年度と比較しまして１，０００万円の減でございます。 

 次に、項目３の繰出金ですが、一般会計への繰出金で前年度と同額の１，０００

万円を計上いたしました。 

 項目４の予備費は６５０万１，０００円を見込み、前年度と比較しまして１，０

８２万４，０００円の減額となっております。 

 歳出合計は歳入合計と同額の１億２，７１７万６，０００円となるものでござい

ます。 

 以上で、食肉センター特別会計の予算説明を終わります。よろしくお願いいたし

ます。 

議長（鎌形寿一君） 

 健康福祉課長。 

健康福祉課長（林 敏行君） 

 それでは、議案第１７号、平成２５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予

算についてご説明を申し上げます。予算参考資料の２１ページをお開きいただきた

いと存じます。 

 歳出からご説明を申し上げます。 

 歳出のほとんどが１款・事業費で、予算額１，６０９万５，０００円、右側の円

グラフにありますように、歳出全体の９９．４％を占めております。表の方に戻り

まして、前年度に比べて金額で２２万８，０００円の減、率では１．４％の減と見

込んでおります。事業費のほとんどは職員の人件費でございます。減額の要因につ

きましては、職員の人件費が増額を見込んだ一方で、事業費用のうち前年度に計上

しておりました車両購入費がなくなったことなどからこれらが相殺され、歳出全体

としては減額となったものでございます。 

 ２款・予備費は、前年度と同額の予算額１０万円を計上いたしました。 



－80－ 

 以上、歳出の予算合計額は１，６１９万５，０００円、前年度と比べて金額で２

２万８，０００円の減、率にして１．４％の減でございます。 

 それでは、資料を戻っていただきまして、２０ページをお開きいただきたいと存

じます。歳入についてご説明を申し上げます。 

 まず、１款・事業収入は予算額１，０２４万１，０００円、右側の円グラフにあ

りますように、歳入全体の６３．２％を占めます。表に戻っていただきまして、前

年度に比べますと金額で１１６万円の増、率では１２．８％の増を見込んでおりま

す。この要因は、利用者の増加による増収を見込んでいるものでございます。 

 次に、２款・繰入金は予算額５４５万２，０００円で、前年度に比べて金額で１

３８万８，０００円の減、率では２０．３％の減と見込んでおります。これは歳入

の不足分を一般会計からの繰入金で補うものでございます。 

 ３款・繰越金、予算額５０万円については、前年度繰越金を前年度と同額見込ん

でございます。 

 ４款・諸収入、予算額２，０００円につきましては、歳計金預金利子と雑入で各

１，０００円計上してございます。 

 以上、歳入の予算合計額は１，６１９万５，０００円、前年度と比べて金額で２

２万８，０００円の減、率にして１．４％の減となってございます。 

 なお、次の２１ページの下段の表でございます。平成２０年度から２４年１２月

までの訪問看護ステーションの年度別利用実績を記載してございますので、後ほど

ごらんをいただきたいと存じます。 

 以上で、平成２５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算の説明を終わり

ます。 

 続きまして、議案第１８号、平成２５年度東庄町介護保険特別会計予算について

ご説明を申し上げます。予算参考資料の２３ページをお開きいただきたいと存じま

す。 

 歳出からご説明を申し上げます。 

 １款・総務費については、予算額３，７２４万６，０００円で、前年度に比べま

すと金額で６８４万１，０００円の減、率では１５．５％の減と見込んでおります。

職員の人件費、電算システムの使用料、認定審査会費等が主なものでございますが、

主な減額の要因としましては、この資料に記載しておりませんが、職員１名の退職
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に伴う新陳代謝による人件費の減でございます。 

 次に、２款・保険給付費の予算額１０億５，６１５万円は、右側の円グラフにあ

りますように、歳出全体の９５．０％を占めております。表の方に戻っていただき

まして、前年度に比べますと金額で６，２８９万６，０００円の増、率では６．３％

の増を見込んでおります。 

 ３款・地域支援事業費につきましては予算額１，７７９万８，０００円、前年度

に比べまして金額で１５０万６，０００円の減、率では７．８％の減を見込みまし

た。主な減額の要因としましては、職員１名の退職に伴う新陳代謝による人件費の

減でございます。 

 ４款・公債費１，０００円につきましては、一時借入金の利子分を前年度と同額

見込んでおります。 

 ５款・諸支出金の予算額５８万６，０００円につきましては、前年度に比べて金

額で１，００２万４，０００円の減、率では９４．５％の減を見込んでおります。

主な減額の要因は、この資料には記載してございませんが、介護給付費準備基金積

立金に平成２４年度に計上しておりました県補助金の財政安定化基金交付金９１４

万８，０００円がなくなったことなどによるものでございます。 

 以上、歳出の予算合計額は１１億１，２２８万１，０００円でありまして、前年

度と比べますと金額で４，４５２万５，０００円の増、率で４．２％の増と見込ん

でおります。 

 次に、歳入のご説明を申し上げます。資料を戻っていただきまして、２２ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

 １款・保険料につきましては予算額２億１，８４７万１，０００円、前年度に比

べますと金額で６２２万１，０００円の増、率で２．９％の増を見込んでおります。

これは６５歳以上の第１号被保険者の保険料でございます。 

 次に、２款・使用料及び手数料の予算額２，０００円につきましては、証明手数

料及び保険料未納者への督促手数料を各１，０００円見込んでおります。 

 次に、３款・国庫支出金、４款・支払基金交付金、５款・県支出金につきまして

は、保険給付及び地域支援事業に要する費用の負担でありまして、介護保険法によ

り負担割合が定められております。順に申し上げますと、３款・国庫支出金が予算

額２億５，２６３万３，０００円で、前年度に比べますと金額で１，４４４万４，
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０００円の増、率では６．１％の増。４款・支払基金交付金、これは第２号被保険

者、４０歳から６４歳までの方の保険料でございますが、予算額３億９１９万円で、

前年度に比べますと金額で１，７４７万３，０００円の増、率では６．０％の増。

５款・県支出金は予算額１億５，８０３万８，０００円で、前年度に比べますと金

額で３３万９，０００円の増、率にして０．２％の増を見込んでおります。 

 次に、６款・財産収入の予算額２万５，０００円は、介護給付費準備基金積立金

の定期預金運用による利子収入を見込みました。 

 次に、７款・繰入金、一般会計及び基金からの繰入金としまして、予算額１億７，

２４０万８，０００円を見込んでおります。前年度に比べて金額で５９２万１，０

００円の増、率では３．６％の増でございます。一般会計からの繰入金につきまし

ては、介護給付費、地域支援事業の介護保険法で負担割合が規定されている繰入分

と、職員人件費等の総務費の繰入分でございます。 

 ８款・繰越金につきましては、前年度繰越金として予算額１００万３，０００円

を計上しております。前年度に比べまして金額で１６万３，０００円の増、率では

１９．４％の増と見込んでおります。 

 ９款・諸収入の予算額５１万１，０００円については、高額介護サービス費貸付

金元金収入などを前年度と同額見込んでおります。 

 以上、歳入の予算合計額は歳出と同額の１１億１，２２８万１，０００円であり

まして、前年度と比べますと金額で４，４５２万５，０００円の増、率で４．２％

の増と見込んでおります。 

 なお、２４ページでございます。こちらにつきましては、平成２０年度から２４

年１０月末までの第１号被保険者の数、要介護・要支援認定者の数、居宅介護及び

施設介護別に各サービスの受給者数を記載しております。増加傾向にございますが、

詳細につきましては後ほどごらんをいただきたいと存じます。 

 以上で、平成２５年度東庄町介護保険特別会計予算の説明を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 

議長（鎌形寿一君） 

 まちづくり課長。 

まちづくり課長（金島正好君） 

 それでは、議案第１９号、平成２５年度東庄町水道事業会計予算についてご説明
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申し上げます。参考資料の２５ページをお願いいたします。 

 初めに、平成２５年度水道事業の業務の予定量についてでございます。年度末給

水戸数４，０３０戸、年間総給水量１４８万立方メートル、１日平均給水量４，０

５５立方メートル、普及率８２．５％と予定し、これを基本とし予算編成をいたし

ました。 

 次に右上の２、水道事業会計予算状況をごらんください。 

 収益的収入及び支出予算の収入では４億２，４７２万３，０００円、支出では３

億９，７６７万５，０００円、差し引き２，７０４万８，０００円となっておりま

す。 

 次に左の表をごらんください。 

 収益的収入のうち営業収益では３億４，４５９万５，０００円で、前年度と比較

し６００万円の減、率で１．７％の減となっております。この内容につきましては、

給水収益が６００万円減額することによるものでございます。受託工事収益１万円、

その他の営業収益７５８万５，０００円につきましては、前年度と同額となってお

ります。 

 次に、営業外収益でございますが８，０１２万８，０００円で、前年度と比較し

１９４万４，０００円の減となっております。この内容につきましては、千葉県補

助金で２００万円の減となることが主な要因でございます。 

 次に、収益的支出についてご説明申し上げます。収益的支出のうち営業費用は３

億９，０８３万９，０００円で、前年度と比較して３０４万１，０００円の増、率

にして０．８％の増となっております。この内容でございますが、受水費は２億４，

９００万円で、前年度と比較し１００万円の減。減価償却費も６，８１６万円で、

９６万４，０００円の減。人件費につきましても３，２２７万５，０００円で、９

万円の減となっております。その他営業費用につきましては４，１４０万４，００

０円で、前年度と比較して５０９万５，０００円の増、率で１４％の増となってお

ります。この内容につきましては、新堀配水場北側の土どめ工事、及び地方公営企

業法が昭和４１年以来４６年ぶりの大幅な改正となり、経理システム改修のための

費用が発生することによるものでございます。 

 次に、営業外費用は６５９万３，０００円で、前年度と比較して５６万２，００

０円の減、率で７．９％の減となっております。この内容につきましては、２４年
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度に企業債の繰上償還をしたことにより支払利息で２６万２，０００円の減、消費

税の支出で３０万円の減となっております。特別損失につきましては不納欠損金で

４万３，０００円、３万９，０００円の増となっております。予備費は２０万円で

前年度と同額となっております。 

 続きまして２６ページをお開きいただきたいと思います。 

 資本的収入及び支出予算についてご説明申し上げます。資本的収入につきまして

は、今年度の収入予定はございません。 

 支出につきましては１，４２４万７，０００円で、この支出に対する不足額は、

消費税等収支調整額３６万３，０００円、過年度分損益勘定留保資金１，３８８万

４，０００円で補填する予定でございます。 

 下のグラフをごらんいただきたいと思います。 

 固定資産取得費７６０万円につきましては、小南配水場の流量計の更新工事に７

００万円を予定しております。流量計につきましては設置後２７年を経過しており、

老朽化のため交換するものでございます。メーター費５０万円と器具備品購入費１

０万円については前年度と同額でございます。 

 以上で、平成２５年度東庄町水道事業会計予算についての説明を終わります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

議長（鎌形寿一君） 

 病院事務長。 

病院事務長（宇ノ澤康成君） 

 それでは、議案第２０号、平成２５年度国保東庄病院事業会計予算について、ご

説明申し上げます。予算参考資料の２７ページをごらんください。 

 ページ左側（１）の業務予定量ですが、病床数は８０床、年間診療日数は、入院

が３６５日、外来が２６７日を予定しております。年間患者数は入院２万１，１７

０人、１日平均で５８．０人です。前年度と比較して７３０人、率にして３．３％

の減となっています。外来は３万１，５１５人、１日平均１１８．０人です。前年

度と比較して２３１人、率にして０．７％の減となっております。 

 次に、ページ右側（２）の病院事業会計予算状況ですが、収益的収入の合計が１

０億１，４６３万２，０００円で、前年度と比較して２，０５９万９，０００円、

率にして２．０％の減となっています。支出の合計では９億８，７０１万４，００
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０円で、前年度と比較して４４０万７，０００円、率にして０．４％の減となって

おります。 

 収入の内訳ですが、ページ左側、上の表の医業収益では２５年度９億３，９０３

万７，０００円で、前年度比１，１１９万４，０００円の減となっております。構

成比では収入総額の９２．６％です。医業収益のうち入院収益では２億１，０６０

万５，０００円で、前年度比１，１３８万８，０００円の減、構成比は２０．８％

です。外来収益では４億５，６０８万９，０００円で、前年度比２３２万３，００

０円の減、構成比は４５．０％です。その他医業収益は室料差額、人間ドック、各

種検診、一般会計負担金などの収益６，２７７万８，０００円で、前年度比５５５

万４，０００円の増、構成比は６．２％です。介護保険事業収益は２億９５６万５，

０００円で、前年度比３０３万７，０００円の減、構成比では２０．７％です。 

 次に、医業外収益では７，５４９万５，０００円で、前年度比９４０万５，００

０円の減となっております。構成比は７．４％。医業外収益のうち負担金・交付金

は７，３５３万３，０００円で、前年度比９４３万７，０００円の減、構成比は７．

２％です。その他医業外収益等は１９６万２，０００円で、前年度比３万２，００

０円の増となっております。構成比は０．２％です。 

 次に、特別利益は前年度と同額の１０万円を見込みました。 

 続いて下の表、支出の医業費用では９億５，５５１万１，０００円で、前年度比

４０５万１，０００円の減となっております。構成比では支出総額の９６．８％で

す。医業費用のうち給与費は４億３，３１５万４，０００円で、前年度比１，２４

９万８，０００円の減、構成比は４３．９％です。材料費は３億３，１０９万３，

０００円で、前年度比５８万７，０００円の減、構成比は３３．５％です。経費は

１億４，３９９万９，０００円で、前年度比８３９万５，０００円の増、構成比は

１４．６％です。減価償却費は４，３９６万５，０００円で、前年度比５３万９，

０００円の増、構成比は４．５％です。その他医業費用は３３０万円で、前年度比

１０万円の増、構成比は０．３％です。 

 次に、医業外費用では２，９４０万３，０００円で、前年度比３５万６，０００

円の減となっております。構成比では支出総額の３．０％です。医業外費用のうち

支払利息は２，６６８万７，０００円で、前年度比１５６万１，０００円の減、構

成比は２．７％です。その他医業外費用等は２７１万６，０００円で、前年度比１
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２０万５，０００円の増、構成比０．３％となっております。 

 次に、特別損失では１０万円で前年度と同額、予備費も２００万円で前年度と同

額を見込みました。 

 以上、収益的収支差し引きの状況ですが、収益的収入１０億１，４６３万２，０

００円に対し、収益的支出９億８，７０１万４，０００円で、差し引き２，７６１

万８，０００円の黒字を予定しております。 

 次に、ページ右側の円グラフでございますが、左側の表を円グラフにしたもので

ございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収支でございますが、収入総額４，４７３万５，０００円で、前年度と比

較して７４１万１，０００円の増となっております。支出総額では８，３０９万４，

０００円で、前年度と比較して５９４万７，０００円の増となっております。収支

差し引きでは３，８３５万９，０００円の不足となっておりますが、不足する額は

当年度分の消費税資本的収支調整額１０３万円と、過年度分損益勘定留保資金３，

７３２万９，０００円で補填するものでございます。 

 次に、棒グラフで資本的収支の内容を示してありますが、上の資本的収入では一

般会計からの出資金が４，０７３万４，０００円で９１．１％、県補助金が４００

万円で８．９％となっております。 

 下の支出では、建設改良費が２，１６４万９，０００円で２６．１％、企業債償

還金が６，１４４万５，０００円で７３．９％となっております。主な建設改良費

といたしましてはリハビリ機器の購入、及び病院屋根の補修工事等を予定しており

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

議長（鎌形寿一君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております、議案第１３号から議案第２０号までについては、

議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査すること

にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（鎌形寿一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１３号から議案第２０号までについては、議員全員で構成す

る予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 

 暫時休憩します。再開は１時といたします。 

（午前１１時３６分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（鎌形寿一君） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 これより、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選を行うため、しばら

く休憩します。 

 議員各位及び執行部の皆さんはそのままお待ちください。 

（午後 １時００分 休憩） 

（午後 １時０７分 再開） 

議長（鎌形寿一君） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 休憩中に開催されました予算審査特別委員会において委員長及び副委員長の互選

が行われましたので、改めてその結果を報告します。 

 委員長に宮崎正吾君、副委員長に林甚一君が選任されました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程第９、陳情第１号、国の責任による少人数学級の前進を求める陳情を議題と

します。 

 職員に陳情の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（鎌形寿一君） 

 本陳情は、会議規則第９４条及び第９１条第１項の規定により、お手元の付託表

のとおり所管の常任委員会に審査の付託をします。 

 日程第１０、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 委員会審査等のため、３月８日から１３日までの６日間を休会としたいと思いま
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す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（鎌形寿一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、３月８日から１３日までの６日間を休会とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ３月１４日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くことに

いたします。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 １時１４分 散会） 

 


